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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]

住麺旦リ策定の主旨

●国において、令和2年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定され、

令和12年度食料自給率目標53%達成を目指すとしてぃます。

●長崎県において、令和3年度からの「第3期ながさき農林業・農山村活性化計画」

では、農林業の生産性向上等により産地の維持・拡大を実現する「産地対策」と、

多様な住民が活躍し、支えあう持続可能な集落を実現する「集落対策」を、車の

両輪として施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとしてぃます。

●新型コロナウィルス感染症の発生による新しい生活様式への転換、田園回帰志向

の高まり、 SDGSへの取の組み、ロボットやA 1等の活用による ICT技術の

進展など様々な変化がなされています。

●長崎市のまちづくのにおいては、長崎新幹線やMICE施設の開業に向け、大きな

変化を遂げているところであり、これらを交流人口の拡大などにつなげてぃくた

め、 DM0が組織され、始動しているところです。

●長崎市では、「長崎市第五次総合計画[前期基本計画]」をはじめとした全体計画

のうち、農業分野の施策をよの具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後の農

業の目指すべき姿とその実現方法を示すため、「第二次長崎市農業振興計画[前

期計画]」を策定しました。
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●地域ブランドの屈を慮進します

●恵欲ある騒尊禦者の

1章2 長崎市の農業の現状 本編P6~P17

【産地】

●経営規模が零細で耕地が分散し、その大半が急傾斜地の山腹に階段状に展開

●生産量が日本一であるびわの優良品種「なつだより」や「長崎和牛.出島ぱら

ろ」を地域ブランドとした生産・販売の強化に向けた取組みの推進

●新たな地域ブランドになりうる「いちご」や「花」は販売額が増加傾向

【担い手】

●農家戸数R2:2343戸(10年前対比69%)、主業農家R2:288戸(10年前

対比56%)、農業就業人口R2:1,783人(10年前対比70%)と大きく減少

●農産物販売金額が500万円未満の農業経営体が全体の85%

●施設園芸の主要品目である「いちご」において新規就農者が増加

【t也域・環境】

●総農家が経営する耕地面積R2:869ha(10坪前対比63%)と大きく減少

【販売・消費】

●農産物(畜産含む)販売額 H29~R元平均:約545億円(ほほ横ばい)

R2:約493億円(コロナ禍恋どで減少)

1章3 長崎市の農業が抱える課題 本編P18~P19

【産地】

●生産と消費

・主要な品目(t也域ブランド)の高品質化や生産コスト軽減と計画的な域外への

出荷体制の充実

●農地・営農

・テクノロジーの進化による施設園芸のさらなる高度化

・補完作物の導入やスマート農業、労力支援の取組み等による、産地や地域全体

の所得向上策の推進

【担い手】

●農業者の高齢化と担い手不足の深刻化

・多様な担い手の確保・育成・定着のための支援体制の充実

n也域・環境】

●耕作放棄地の増加

・実質化された人・農地プランに基づく、担い手への農地集積の推進

●有害鳥獣による被害の増加

・集落や市街地周辺などの生活環境被害が深刻化による被害対策の拡充

【販売・消費】

●生産と消費

・都市近郊農業のメリット活かす、地産地消に対する意識醸成

●農業に対する理解

・市内産の農産物の消費拡大のためのさらなるPR強化
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成果】

地域ブランドの育成を推進します

0恋つたよりの産地育成(植栽面積の拡大)
0 「長崎和牛・出島ぱらいろ」の安定生産の推進(販売額の増)

0 「いちご・花き」など生産の省力化機器の導入

長崎市農業振興計画[後期計画]の成果・課題及び今後の方向性

Ⅱ安1山して農業を営む環境づくりを進めます

0人・農地プラン地域連携組織の設立と整備事業の実施

0農地の有効活用(農地中間管理事業による担い手への農地集積)
0有害鳥獣対策の推進(農業被害額の減少)

Ⅲ意欲ある業者の育成確保を図ります

0地域農業のりーダー育成確保(認定新規就農者の増)

0サボート体制の充実 WA担い手支援センターの新設等)

Ⅳ多様な主体の交流を促進し、食関連産業を活性化します

0地域ブランド販売力強化(出島ぱらいろ取扱店舗増、なつたより特選の取組)
0地産地消の推進(食卓の日実施度の増加)

第二次長市業振興計画における農業のめざすべき姿
●農業の生産性の向上と、次世代を担う多様な経営体の育成~「産地・担い手」 ^

●安1山して農業を営む環境づくりの推進~「地域・環境」~
●長崎ならではの農産物の消費拡大~「販売・消費」~

"章3

【新計画】

第二次長市農業振興計画[前期計画】の体系

基本施策次世代につながる農業を育てます

業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てます

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進1 ・ 1

多様な担い手の育成・確保1 ・2

個別施策1

「産地・担い手」

【課題】

口施設園芸を中1山とした生産基盤整備の強化
口経営安定に向けた補完作物の導入の推進

ロスマート農業技術導入による労力軽減や生産力強化

口新規参入や規模拡大に必要な農地の確保

個別施策Ⅱ

n也域・環境」

安1山して農業を営む環づくりを進めます

人.農地プランに基づく地の有効活用Ⅱ・1

亘・2 営環境の保全と地域源の活用

Ⅱ・3 有害鳥獣対策の推進

人・躍地プランの実質化による農業経営基盤の強化

口実質化された人・農地プランの実現に向けた取組
口農地中間管理事業の周知と貸借希望者の掘の起こし

口生活環境被害に対応した地域ぐるみの有害鳥獣対策の強化

個別施築Ⅲ

「販売・消費」

本編P33~P34

口就農初期の経営及ぴ施設整備等投資に係る支援、経営確立に係るサポ
口移住定住希望者向けHPや各種就農相談会等における支援制度の周知
口地域受入や労力支援等の組織体制の充実

長崎ならではの産物の消費を拡大します

新たな販路拡大や消費拡大の推進Ⅲ・1

長崎ならではの食材や食文化に対する意識の醸成1Ⅱ・2

口消費拡大や有利販売に向けた取組の推進
ロ「いちご」や「花き」恋どの販路拡大の支援

本編P36~P37

【現行計画】基本施策農業に新しい活力を生み出します

地域プランドの育成を推進します

1・1 地域プランドの生産拡大

1・2 地域特産の産物の生産基盤の充実

重点既存産地の充実と新た恋生産基盤整備

安心して業を営む環境づくりを進めます

Ⅱ・1 人・地プランの実現

Ⅱ・2 農村地域の源を活かした地域づくり

Ⅱ・3 有害鳥獣による作物被害の防止

Ⅱ・4 農地の有効活用

業施設整備の推進Ⅱ・5

重点初期投・生産コストの縮減に向けた取組

意欲ある業者の育成確保を図ります
飼別施策Ⅲ

Ⅲ・1 地域業のりーダー育成
「づくり」

新規就.労力支援遊地対策の体制の充実

多様な主体の交流を促進し、食関連産業を活性化します

新たな販路拡大や消費拡大の推進Ⅳ・1

Ⅳ・2 長崎恋らではの食材や食文化の魅力の発信

Ⅳ・3 食育体験の推進による食に対する意識の醸成

点多様な主体との連携による外貨得

本編P22~P32

個別施策1

「産地づくの」

個別施策Π

吐也滅づくり」

個別施策Ⅳ

「交流づくり」



個別施策

個別施策と取組方針

関連するSm8 取組方

産地・

担い手

8'

・取組内容

針

何
産地の効率性・収益性向上に
よる経営安定の推進

1 ・2

多様な担い手の育成・確保

取組内容

産地の条件に適した農業経営を推進します

新たな地填ブランド産品の生産を推進します

スマート農業の導入を推進します

果樹産地の振興に向けた生産力の強化を図ります

畜産経営の生産コスト低減を図ります

野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図ります

花きの安定した生産・販売体系の確立を進めます

Ⅱ

地域・

瓊境

Ⅱ・1

人・農地プフノに基づく農地
の有効活用

Ⅱ・2

営農環境の保全と地域貪源
の活用

Ⅲ

販売・

消費

1-2-2

多様な経営休が就農しやすい支援体制の充実を

中心経営体のフォローアップ強化を図ります

労力支援休制の強化を図ります1 -2-3

Ⅱ・3

有害鳥獣対策の推進

Π・1-1 実質化された人・農地プランに基づき、経営基盤の強化を園ります

Ⅱ・1-2 農地の利用集積のための農地中間管理事業の取組を推進します

Ⅱ・1-3 集落の実情に応じた基盤整備を推進します

8'

何

■ 1

9

Ⅲ・1

新たな販路拡大や消費拡大
の推進

'、

集落主体の営農琢墳保全活動を推進します

Π・2、2 農業用施設の機能保持や耐用年数の延伸を図ります

Π・2-3 グリーンツーリズムによる地壊の魅力発信を推進します

Ⅲ・2

長崎ならではの食材や食文
化1一対する意識の醸成

長鄭、ちご、花等

高化、

スマート農術の検討、及

生産・経営の安定化、高品質果実の生産の振奥

家畜導入の支擾、惣伝染

飾設の賓力化・自動{ゆ推進、出荷鯛整作桑の効率化

姥設の高化・省力化

主な取組項目

合経営

Ⅱ・3-1

Ⅱ・3-2

ります

有害鳥獣3対策(防護・棲み分け・捕獲)を充実します

生活環境被害対策の取みを推進します

Ⅲ・1-1

ーな

Ⅲ・1-2

本編P39~P73

地域ブランド産品の新ナニな販路拡大に取り組みます

地産地消を推進します

6次産業化に向けたみを推進しますⅢ・1-3

多様な担い手の入れ体制の充実、定着の計画的な実施

中心経営体における認業者制度の推進、青年等就農計画の計画達成の
推進

農業へルバ^度の充実、作業受託組織等の逐営の推進

化を目指す品目の検討

Ⅲ・2-1

Ⅲ・2-2

長崎ならではの食材や食文化のPRを推進します

食育休験の推進による食に対する意識の磯成を図ります

人・農地プランの実化によるべき農地の確侃農地リ、ウスなどの経
盤の活用推進

農地中間管理事業を活用した農地の集積・集剃ヒ、農地中闇管理事業支擾
チーム会の露催

地元の

集落主体による農地
の推進

農遭柵梁の計圃的な修繕の実施地元管理飾段の延命化

誘客・PR活励の強化、団体活動の充実、 との連携

の場の

3対策(防護・棲み,分け・捕撲)の拡充

生活環 策の拡充

基 の先

の粧持管理、中山問地域等での営農活勧

市内外に向けた地域ブランドの

ーな生活様脚累し卜産物 PR及ぴ

関連産業との連携による農産加工品の鬨発支擾

の取組

ベントの

地元産品を使ったフエア及び肌の支擾、食関係イベントや各麺広級媒体によ
る情報発信

「食卓の日」の継続的な広報活の展開

信、D 携した費拡大

■
冒
■
■
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主な取組指標

令和2年度

1戸当たりの農産物販売額

5,000千円

「産地・担い手」

農産物販売額 493億円

認定新規就農者数 36人

「地域・環境」

実質化された人・農地プランに

基づく事業実施集落数

基盤整備取組集落数

農産物販売額

毎年1憶円増

「販売・消費」

農産物直売所販売額

認定新規就者数

毎年5人増

0集落

0集落

実質化された人・農地プ
ランに基づく事業

毎年1集落実施

1戸当たりの農産物販売額

5,507 千円

令和7年度

本編P75~P78

第IV章

基盤整備取組集落数

1 件実施

30.1 憶円

露地びわ

●「なつたよの」の生産販売振興
●災害に強い産地にむけた体質づくり
●補完作物導入による経営安定の強化
●集出荷施設の集約・整備強化

「産地・担い手」

農産物販売額 543億円

認定新規就農者数(累計)

58人

農産物直売所

コロナ禍の販売額を維持

主な品目別の課題と振興方策

「地域・環境」

実質化された人・農地プランに

基づく事業実施集落数

●栽培面積の維持・拡大
●計画的安定生産の確立
●ハウスの長期利用化・遊休ハウスの流動化

第V章地域別の方向性 本編P87~P99

今後の中1山経営体、農地の利活用方針及び地域農業のあり方等を定めた「人・農地プラン」を
核に農地の利用集積.集約化を一体的に推進していくため、12地区26集落で、人.農地プラン
の実質化の実現に向けた取組を進めます。

基盤整備取組集落数

●環境制御技術導入による施設回転率の向上
●適正管理の徹底による需要期安定出荷
●生産コストの低減
●新需要の創出

「販売・消費」

農産物直売所販売額

5集落

1 集落

●施設の自動化・労力確保等による高品質生産
■消費者二ーズの把握による有望作物の選定
●水仙産地の維持

●安定生産技術の確立・単収の格差是正
●ハウスの長期利用化・遊休ハウスの流動化
●自動化ハウス設備導入・1CTを活用しだ環境デ
タに基づく制御技術の確立

30.1 億円

●老齢株の更新・株の若返りによる安定生産
●夏場下温対策による品質向上と作業性向上
●ハウス長期利用化・遊休ハウスの流動化

物直売所

本編P79~P85

産

●低コスト生産による経営の安定
●耕畜連携の推進
●家畜疾病防疫体制の強化

^
^

1"市丙蔀

工や

Q.,

ノーJ'

、1゛

叉一

モの他Ⅲ市

●農産物品揃えの拡充・店舗間産地間交流促進
●地産地消の推進と地元農産物の消費拡大
●食品安全管理の徹底
●6次産業化に向けた取組み

勺

形上信戸無倍及び畏涌.戸根.戸根原風唐を中心に良好な営農唄境が桐築され
市内でも有数の艮業が喬んな地区となっています.

◆地区内では、「*稲」のほか、rいちご」「アスパラガス」「ミニトマト」なピを中心
としだ施股野菜、「相橘顯」,「ハウスもも」「6{とう」を中心としだ曼樹顎なと、多
様な急塵物が生塵されてい萩す.

f

西海・村松・長浦・戸根・戸根原・形上・尾戸

人・農地ブランの概要

、、

●、環境の雑持・保全
◆新たな担い手、軽営体の育成・碇保
◆理喧の改哲

地区の戴組方到

◆地侶内の連携強化を回り,艮産吻を安定
しτ供姑できる産地の育鮫に男め享,.

◆将棄を担う多様尋軽営体の育哉確保に
向けた取り組みを權進します.

◆多慢な営喰支橿を楓極的に推逸し、R村
田頃の維持保全に男め衰す.

◆慧欲ある霞巣生産活勧を槙極的に支橿
し、地区内の腰業娠興に努め産す

第Ⅵ章

生産者・地域等
●及び地域の担い手としての、

営の取組み

■営環境の保全
●新た蔵担い手の受入支擾
●実化されに人.プラ'の実現に向

た取組み

計画の推進体制

1 2地区

尊昌時匡冒工,プ与ン゛●脅

人・農地ブランの実質化

実化に向1づ泛麗距

みかんや中晩柑、アスパラガユを中1小に、多品目が瓢燭されており、主に、1A系毓
の唖売所への出荷が行われているが、生産者の高酢化が進んでおり、阻い手不足が
腰翻と彦コています.

◆斬紋就寝希皿者地増えているが、県件のいい農地が不足しτいぎす.

連携

関連事者
●産物等食判の生産加工、流通及び販売
●生産者と消者をつ蔵ぐパイプ役
●地元農産物極的な活用
●多様化する脳の二ーズに対応
●6次産化

◆疲地利用田遜化アンケートをはしめ、認定霞業者の農巣鰻営改善計画や、認定新規
就喫者の青圧熔就霞計画等により,新規多入ψ現模拡大の忌向を把提し蓑す.

を図るとともに,入作を吊磁◆農地中問笹理胆榔を活用し中0姪営体へ
する認定農盤者ゆ闘足斬規就妾者の受入れを促進することにより刻応し宗す.

◆憂盤整痢地区は、籠^套及び水田畑地北の取組みぎ涯めるとともに、樹園地にお
いては、応股.霸地裂唱の安定生塵を促し、小規擢基蛙整描を行い弓がら継続的な
活用を図ります.謹た、グリーンツーリズム活動なと、外印から人を呼び込む体制
を整儀することで、展地の利活用を推進し宗す

巨

帯
^

連携

本編PI01~PI05

関係団体等

■担い手や産地の成
●流通販売の強化・地域の活化

を牽引するりーダーソノプ.

地・流動化.

●実化されに人・プフンの実現1」向け
た取組み

次世代に

つながる

連携

[亟ヨ
長崎

●市の実情に応0た効果的な施策展開
●財政支纒措
●振興計固の円滑かつ効率的な推進のだ
めの支楓・指

長崎市
●聞係団体等及び国・等との相互運

を図り、必要な加策の展開を槙極的に推進
●社会勢の蛮化、生産者や市民の二ーズを
小まえた計画の推進

■取組みの進行理・評価・改普

民、
●.村八の理解
●地元農産物の極的恋消
●業.村の応援やその価値を内外へ発信

連携

[亟]

連携

国

●地域の実情に応じた施策の農開
●交付金等の各橿制度や財政支援
●聞係法令の整備

E^

闇

二



計画の取組指標

上位成果指標

☆基本施策C3

指

次世代につながる農林業を育てます

現況1茜
(R 2)

1経営体当たりの産物販売額

第二次長崎市農業振興計画前期計画

個別施策1 農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てます

取組方針1-1 産地の効率性,収益性向上による経営安定の推進

現況 目標指 輝
(R 2)(R 7)

市揚及び農協系統の豊産物の販売額

5,000千円

目
(R

長崎びわ「恋つたより」の販売

戸
フ)

5,507千円

「長崎和牛・出島ばういろ」の販売
〔暦年]

指 樗 明の

1市内農産物の1経営体当たりの販売額。
②農業者が減少する中、 1経営体あたりの農産物販売額が増加することで、業振興が図られていると考えられ
るため。

③胃果市場・農協・直売所等への調査により把握する。
4令和7年度の市内産の農産物販売額の目標値543億円を農業経営体数986経営体〔2020 林業センサス(確
定値)]で除した額を目標値とする。

長崎いちごの販売

493億円

指 標 説の 明

①市内産の農産物販売額。
②販売額が増加することで、産物の消費拡大が図られていると考えられるため543億円 ③胃果市場・協・直売所薯への調査Lより把握する。」
④過去3年問の最高値(R元年度)を目標とする。゜

①びわの優良品種「なつたより」の販売 0

②長崎市を代表する地域ブランドである長崎びわ「恋つたより」の販売が増加することで、生産性の向上が図
164.ot られると考えられるため。

協系統の販売実績調査により把握する。3

協第5次地域農業戦略に基づき、販売 1640tを目標とする。4

①市内産のプランド和牛「長崎和牛・出島ぱらいろ」の販売 0

②素牛価格が高騰する中、代表的な地域ブランドである「長崎和牛・出島ぱらいろ」の販売が増加すること
生産性の向上が図られると考えられるため。663.ot で、
協系統の販売実績調査によの把握する。3

④農協第5次地域農業戦略に基づき、販売 6630tを目標とする。

①市内産の「長崎いちご」の販売 0

②長崎市の代表的な施設園芸品目である「長崎いちご」の販売が増加することで、生産性の向上が図られてい
4850t ると考えられるため。

③農協系統の販売実^調査により把握する。
4 協第5次地域業戦略に基づき、販売 4850tを目標とする。

①市内産の「花き」の販売 0

②長崎市の代表的な施設園芸品目である「花き」の販売が増加することで、生産性の向上が図られてぃると考
3,(X)0千本えられるため。

3 協系統の販売実綾調査により把握する。
4 協第5次地域農業戦略に基づき、販売量3,000干本を目標とする。

①ロポット技術やN、1CT等の先端技術を活用するスマート業機器の導入戸数(累計)

20戸③毎末市戸 0 ことで、天マニト_技術の晋及力図られていると考えられるため。
④直近2力年の導入実績の平均である3戸/年の導入を目指す。

花きの販売岳

②指標とした理由
4目標値の考え

スマート震業機器の導入戸数(累計)

【指標の説明の見方】
①指標の内容
③実^値の把握方法

6627t

2541千本

450ot

説



取組方針1-2

指

新規就農者数(累計)

多様な担い手の育成・確保

1示

認定新規就震者数(累計)

認定製業者の年聞農業所得目標達成率

現
(R

況
2)

裂業へルバーの紹介人数(延ぺ人数)

目
(R

13人

個別施策Ⅱ安1山して

取組方針Ⅱ一1 人・

指

標
フ)

標指 の

①新規就農者数(累計)
②多様恋担い手の育成・確保の状況を図る指標として、新規就農数の推移を指標とした。
③毎年度末に長崎県新規就農相談センター、JA、農業センター、長崎市地産地消振興公社等の関係機関に確認
し、把握する。
④直近3年の平均値12名に多様な経営体として3名を加え、年間15名を目標値とする。

①農業経営墓盤強化促進法に基づき、市において認定した新規就農者数。
②認定した新規就者が増加することで、意欲ある業者の育成確保につながると考えられるため。
③認定数によの把握する。
④第2期長崎市まち.ひを.しごと創生総合戦略の策定時に年増加5人(平成26~30年度の認定者増加数の平
均値)を目標として設定した令和6年度の目標値53人に、更に5人を加えた数を目標値とする。

①農業経営基盤強化促進法基づき、長崎市において認定しだ認定農業者のうち、経営改善計画の年間所得目標
(400万円)の達成率。

②達成率が増加することで、認定農業者の農業経営の向上につながると考えられるため。
③毎年度の認定農業者の計画更新時の調査により把握する。

業所得4(X)万円以上の4 「慈がさき農林業・農山村活性化計画」において、長崎県全体の認定農業者のうち、
認定農業者の割合が約50%であることから、令和7年度までその水準ぎで近づけることを目標とする。

①長崎市農業センターによる無料識業紹介における農業者等への業へルパー紹介人数
②紹介人数が増えることで、労力支援体制の強化につながると考えられるため。
③長崎市により紹介者数を把握する。、
④農業へルパー研修会の充実及び受X側への周知を図ることにより、農業へルパーを紹介した延ぺ人数の直近値
150人(令和2年度)から、毎年度2名づつ増やしていくことを取組目標とする

88人

実質化された人・霞地ブランに墓づく
事業実施集落数(累計)

業を営む環境づくりを進めます

地プランに基づく農地の有効活用

現況
標

(R 2)

58人

48%

農地中間管理事業による担い手への闘
地集稿面積(累計)

50%

基鱸整備取組集落数(累計)

160人

明

目
(R

0集落

説 明標指 の

①人・農地プランに基づく事業実施集落数(累計)__、
②中心艇営体への農地集積及びそれに伴う事業化によって、人・地プランの実現につながると考えられるた

5集落め。
'③X.農地プランの中1山経営体への地集積に係る事業を実施した集落数により把握する

令和3~5年度の補助事業の構想に基づき、年1集落の事実施を目標とする
①農地中問管理事業により、担い手へ貸し付けられた農地の面(累計)
②面積が増大することは、担い手への地の集約につながると考えられるため。
③県農地中間管理機構への照会により把握する。33ha

@択2年度時点での累計実績78haに、過去7年あ貸付実績の平均である11haを毎年増やした数値を目標とす
る。

基盤整備取組地区数(累計)
②基盤整備の取り組み状況を測るため。

1集落
③市独自による把握と関係機関への照会によの把握する。

他地区への普及を目指す4まず基笈整備の新規着工地区(先行地区)において、基盤整備を実行し、

説

0集落

標
7 )



取組方針Ⅱ一2

指

多面的機能支払交付金による管哩面積

営 環境の保全と地域資源の活用

現況
標

(R 2)

中山聞地域等直接支払交付金による管
理
面積

グリーンツーリズムへの参加者数

取組方針Ⅱ一3

指

421ha

自
(R

指 標 明説の

①多面的機能支払交付金制度に取り組む組織の管理面。
②地域住民と一体と尽った活動組織が、農地・業用水路等の地域資源を保全する共同活動を行う管理面が増

446ba 加することで、農地や施設の適正管理ができるため管理面数を成果指標とした。
③交付対魚の協定面により把握する。
④活動計画を策定した活動組綴の管理面の基準値421ha(令和2年度)から毎年度7haづつ増やしていく

①農地等の保全のため、中山間地域等直接支払制度に取り組む組織の管理面。
②耕作放棄地の発生防止など多面的機能の増進を図る共同活動を行う管理面が増加することで、農地や施設の

"5ha 適正管理ができるため管理面積数を成果指標とした。
③交付対最の協定面により把握する
④活動計画を策定した活動組織の管理面の基準値105h丑(令和2年度)から毎年度2haづつ増やしていく

①農家民泊体験や農漁業体験等、グリーンツーリズム体験の参加者数。
②ツーリズム体験の参加者数が増加することで、農山漁村の魅力と交流の拡大につながると考えられるため

12,0⑳人③グリーンツーリズム実践団体への調査により把握する。
④新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、令和7年度までに、コロナウィルス感染拡大前の12,0卯人(H28
~30年度平均)まで増加させることを目標とする。

地域ぐるみにょる有害鳥獣捕獲(捕獲
隊)の組織数(累計)

有害鳥獣対策の推進

標

105ha

捕獲隊による有害鳥獣捕獲頭数

4,409人

有害烏獣被害相談件数

現
(R

況
2)

107組織

目
(R

指 標 明説の

①地域ぐるみによる有害鳥獣捕獲(捕獲隊)の設立数隱計]
②地域ぐるみによる有害鳥獣捕獲(捕獲隊)設立数が増加することで、自己防衛による、安心した業環境の整

132組織備につながるため。
③毎年度末の捕獲隊の組織結成数により把握する。
④農事実行組合や自治会等単位での組織化の推進により、年5組織増を目標とする

①捕獲隊による有害鳥獣捕獲頭数
②増加することで地域ぐるみの捕獲隊の組織化の推進や、捕獲技術の向上につながると考えられるため。
③捕獲隊による報告により把握する。
④令和7年度該でに2200頭の捕獲を目標とする。

①有害鬼獣被害に係る農業者・市民等の相談の件数。
②被害相談件数が減少することは、有害烏獣対策の成果や効果につながると考えられるため。

1,1(X)件③市や有害鳥獣相談センター等への相談件数により把握する
4有害鳥獣3対策(防'・棲み分け・捕獲)の充実により、有害鳥獣被害相談件数を年間約5%(約75件)削減
する。

標
フ)

1,710頭

1,470件

2200頭

〒
7 )



個別施策Ⅲ長崎ならではの農産物の消費を拡大します

取組方針Ⅲ一1 新たな販路拡大や消費拡大の推進

現況
指 標

(R 2)

闘産物直売所の販売額

市内産物の市民認知度

長蛸びわ「なつたより」の販売額

「長崎和牛・出島ばらいろ」の販売額
[暦年]

30,1憶円

目
(R 指 説標 明の

①主に地元産品を取扱う産物直売所の販売実績
②地産地消の推進の効果が農産物直売所の販売額にあらわれると考えるため。

30.1億円③農産物直売所の販売額調査にて把握する
④令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影により、前年比1億円以上増加していることから、目標値を
現状と同額の30.1憶円とした。

①長崎市内農産物の市民の認知度。
②市内農産物の市民認知度があがることで地産地消の推進や消費拡大につながっていくと考えるため。81.1%
③長崎市のながさきの「食」市民意識調査により把握する
④過去3年問の数値のうち、晟も高い数値を(平成30年度)を目標とする。

①びわの優良品種恋つたより」の販売額。
②販売額が増加することで、地兀農産物の消費拡大
が図られていると考えらえるため

25憶円
③農協への調査により把握する
④販売単価:1,507円捻(H28年度~R2年度の異常値を除く平均値)に協第5次地域農業戦略の計画販売
数量臼64t を乗して得た顎を目標とする。

①市内産のプラント和牛「長崎和牛・出島ばらいろ」(枝肉)の販売額。
②販売額が増加することで、地π農産物の消費拡大が図られていると考えらえるため

172億円③協への調査により把握する。
④販売単価:2,589円/kg(R元年実績)に年間目標数 663t (1300頭X510k目)を乗じて得た額を目標
とする。

①いちごの販売額。
②販売額が増加することで、地元震産物の消費拡大が図られていると考えらえるため

66億円③農協への調査により把握する。
④販売単価:1363円ノ棺(H28年度~R2年度の平均値)に協第5次地域業戦略における計画販売数
(485t)を乗じて得た額を目標とする。

①花きの販売額。
②販売額が増加することで、地元農産物の消拡大が図られていると考えらえるため。

23億円③農協への調査により把握する。
④販売単価:フ7円本(H28年度~R2年度の平均値)に農協第5次地域農業戦略の計画販売数(3,0【X)千
本)を乗じて得だ額を目標とする。

標
フ)

長崎いちごの販売額

793%

花きの販売額

07億円

20億円

取組方針Ⅲ一2

指

155億円

説指 明拝 の
司罵

1食卓の日を認知している人の割合
食卓の日の認知度の向上は、食材や食文化に対する意識の醸成が進んだと考えるため

286%③長崎市のながさきの「食」市民意識調査により把握する。
④現在、136%であり、より多くの市民が「食卓の日」を認知していることをめざし、年間3%の増加を目標値
として設定した。

①毎年農業センターで実施している、ながさき伝統野菜講座の受講者数。
②受講者が増えることで、長崎ならではの食材の認知が進むと考えるため。

45人③受講者数により把握する。
④ながさき伝統野菜を多くの市民に認知してもらうため、受講生を毎年度5名ずつの増加を目標値として設定し
た。

食卓の日の認知度

長崎ならではの食材や食文化に対する意識の醸成

目
標

63億円

ながさき伝統野菜講座の受講者数

136%



計画策定までのスケジユー
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2回

成果及び課題、骨子(案)検討

令和3年度第1回審議会開催

取組内容の検討(書面開催)

第2回審議会開催:素案の作成

市議会所管事項説明

ハブリックコメント募集、

関係団体ヒアリング

第3回審議会開催:最終案の検討

第4回審議会開催:最終案の作成

市長報告

市議会所管事項説明

第二次長崎市農業振興計画策定

^

R3811

R3 9

R3.10

ー^

R3.12

R4.1

R4.2

R43

3月

と旬

中旬

下旬

上句

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上句

中句

下旬

上旬

中旬

下句

上句

中旬

丁旬

上旬

中旬

下句

上句

中句

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中罰

下旬

上旬

中旬

下旬

上句

中句

下旬

上旬

中旬

下旬

4月

5月

取粗方針の検討

回
珊状の把握
課曇の抽出
現針而の桜り毛り
件系の検討

6月

7月

8月

取組内容の検討
素案の作成

9月

,
第1回会

取組方針の検討
(香面開催)

2月頴会

・砥会罫晝

素案修正

合計画

10月

第2回寄僅会
素案の作成

素案修正

11月

パプリッウ
コメント

12月

最熱案の検討

】月

9月会

所管事項

2月

最甚案修正

最終案修正

3月

第3回会

叢綻案の検討

,●^●●●●^

4回議会
最熱案の作成

^.......

11月皐会

躍会報告

2月語会

皐会報告

会


